
佐藤さん左から福山さん、中條さん

横
断
歩
道
は
歩
行
者
優
先

で
す

問
環
境
交
通
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
６

　
道
路
交
通
法
で
車
両
は
、
横
断

歩
道
を
横
断
し
よ
う
と
す
る
歩
行

者
が
い
る
時
は
、
横
断
歩
道
な
ど

の
手
前
で
一
時
停
止
し
、
そ
の
通

行
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

違
反
す
る
と
、
普
通
車
は
９
，

０
０
０
円
の
罰
金
、
違
反
点
は
2

点
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
自
動
車
連
盟
（
Ｊジ

ャ

フ
Ａ
Ｆ
）

の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
30
年
の

横
断
歩
道
に
お
け
る
自
動
車
の

一
時
停
止
率
は
全
国
平
均
で
８
．

６
％
、
県
内
は
13
．
８
％
で
全
国

９
位
で
す
が
、
依
然
と
し
て
低
い

割
合
で
す
。

　
横
断
歩
道
に
歩
行
者
が
い
る
場

合
は
、
歩
行
者
の
保
護
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

問
・
申
日
本
年
金
機
構 

六
日
町

　
年
金
事
務
所

　
☎
７
１
６ 

ー 

０
８
０
０

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
猶

予
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ

て
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
免

除
や
猶
予
期
間
中
の
保
険
料
を
後

か
ら
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
で
、

将
来
受
け
取
れ
る
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注
意
点

・
10
年
以
内
の
免
除
な
ど
を
受
け

　
た
期
間
が
対
象
で
す
。
原
則
古

　
い
期
間
の
保
険
料
か
ら
追
納
し

　
ま
す
。

・
猶
予
や
免
除
を
受
け
て
か
ら
、

　
２
年
度
が
経
過
し
た
保
険
料
の

　
追
納
に
は
加
算
額
が
か
か
り
ま

　
す
。

・
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
で
、

　
免
除
さ
れ
て
い
な
い
一
部
の
保

　
険
料
を
納
付
し
て
い
な
い
場
合

　
は
、
未
納
期
間
と
な
る
た
め
追

　
納
で
き
ま
せ
ん
。

・
す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

　
し
て
い
る
人
は
追
納
で
き
ま
せ

　
ん
。

持
本
人
確
認
書
類

国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加

入
が
で
き
ま
す

問
・
申
日
本
年
金
機
構 

六
日
町

　
年
金
事
務
所

　
☎
７
１
６ 

ー 

０
８
０
０

　
市
民
課 

国
保
年
金
係

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
１

　

60
歳
に
な
っ
た
時
点
で
、
国

民
年
金
の
納
付
月
数
が
４
８
０

月
（
40
年
）
に
到
達
し
て
い
な
い

人
ま
た
は
老
齢
基
礎
年
金
受
給
要

件
（
１
２
０
月
以
上
の
納
付
）
を

満
た
し
て
い
な
い
人
は
、
60
歳
に

な
っ
た
月
か
ら
65
歳
に
な
る
月
の

前
月
ま
で
、
国
民
年
金
に
任
意
加

入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
老
齢
基
礎
年
金

を
満
額
に
近
づ
け
る
、
ま
た
は
受

給
権
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

対
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入

　
し
て
お
ら
ず
、
国
民
年
金
の
繰

　
り
上
げ
受
給
を
し
て
い
な
い
人

納
付
方
法　
原
則
口
座
振
替

持
本
人
確
認
書
類
、
振
替
口
座
の

　
通
帳
と
届
出
印

他
受
給
要
件
に
満
た
な
い
人
は
、

交
通
安
全
功
労
者
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た

問
環
境
交
通
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
６

　
佐
藤
和
男
さ
ん
〔
広
道
〕
が
警

察
庁
長
官
表
彰
警
察
協
力
章
を
、

中
條
辰
男
さ
ん〔
大
和
町
１
丁
目
〕

が
交
通
安
全
知
事
表
彰
を
、
福
山

賢
治
さ
ん
〔
吉
山
〕
が
新
潟
県
交

通
安
全
対
策
連
絡
協
議
会
長
表
彰

を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
し
ま
し
た
。

　
佐
藤
さ
ん
は
50
年
以
上
、
中
條

さ
ん
は
30
年
以
上
、
福
山
さ
ん
は

24
年
以
上
に
わ
た
り
、
交
通
安
全

協
会
員
と
し
て
地
域
の
交
通
事
故

防
止
に
貢
献
し
て
い
る
功
績
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。

※
保
険
料
の
納
付
方
法
な
ど
詳
し

　
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い

　
特
例
に
よ
り
70
歳
に
な
る
ま
で

　
（
受
給
要
件
を
満
た
す
ま
で
）
の

　
間
、
任
意
加
入
が
で
き
ま
す
。

※
申
込
み
月
よ
り
前
に
さ
か
の
ぼ

　
っ
て
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。
詳

　
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
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